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姶良市農業委員会総会議事録（令和元年１１月） 

 

１．開催日時 令和元年１１月２９日（金） 午後１時３０分～午後３時３０分 

２．開催場所 蒲生総合支所 本館２階 大会議室  

 

農業委員  出席委員（ １６人） 

 

 

欠席委員 １０番委員 、１６番委員 

 

農地利用最適化推進委員  出席委員（ １１人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席委員 １番委員 

 

３．議事日程 

１．         議事録署名委員の指名 

２．         会議書記の指名 

３． 議案第   １ 号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決定について 

４． 議案第   ２ 号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について 

５． 議案第   ３ 号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について 

６.  議案第   ４ 号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について 

７． 議案第   ５ 号 非農地証明願について 

８. 議案第   ６ 号 農地あっせん申出（売渡・貸付 希望）について 

９.         農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告 
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湯脇 博信 
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10．        農地あっせんの経過報告 

11.         その他 

           

４．農業委員会事務局職員 

  

  事務局長 

事務局長補佐兼農地係長 

振興係長 

農地係参事補 

農地係主任主査 

振興係主任主査 

加治木農林水産係長 
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

姶良市農業委員会総会議事録（令和元年１１月） 

（大会議室に全員着席） 

 

姿勢を正してください。 

 

一同礼。 

 

〔１．総会の通告〕 

 

ただいまから、令和元年度 第８回 姶良市農業委員会総会を開会い

たします。 

 

ただいまの出席農業委員は １８名中、１６名で、定足数に達して 

おりますので、総会は成立しております。 

 

なお、本日は、１０番委員 、１６番委員 から 

欠席届が出ております。 

  

会務報告 

 

それでは、会務報告について、事務局よりお願いします。 

 

資料により説明。 

 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

 

議事日程に入ります。 

それでは、日程第１ 議事録署名委員の指名について、姶良市農業委

員会 会議規則第１７条第２項に規定する議事録署名委員ですが、議長

から指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

『異議なし』 

 

それでは、１１番委員、１３番委員にお願いいたします。 

 

日程第２ 会議書記の指名 

 

つぎに、日程第２ 会議書記の指名について、本日の会議書記には、

事務局職員の 〇〇事務局長補佐兼農地係長 と 〇〇振興係長  を指

名いたします。 

これからの議案の審議では、農業委員会法 第３１条の規定の議事参
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議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

与の制限により、農業委員会の委員は、自己又は、同居の親族若しくは 

その配偶者に関する事項については、その議事に参与することができな 

いとなっておりますので、該当する事案の委員は、審議開始から終了ま

での間、退席をお願いします。 

 関係議案、終了後に入室・着席していただきます。 

 なお、この規定では、委員本人の方々の事案については、事務局で把

握できますが、それ以外の親族等については、把握ができませんので、

申し出ていただき退席等よろしくお願いいたします。 

 

議案第１号  

 

それでは、日程第３ 議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意

見決定についてを議題に供します。 

１番から５番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決定につ

いてご説明申し上げます。総会資料は１ページからです。 

 こちらは、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による、農用地の

利用権の設定です。農業委員会で審査決定後、市長がこれを公告するこ

とにより、利用権の効力が発生いたします。公告日は１１月３０日、契

約の始期は１２月１日をそれぞれ予定しております。契約年数につきま

しては、３年間が１件、５年間が２件、１０年間が２件で、合計５件と

なっております。面積につきましては、合計８，８５４㎡となっており

ます。農用地利用集積計画（貸借）の内容につきましては、総会資料の

２ページになりますので、ご確認いただきたいと思います。 

以上、第１号議案の説明を終わります。 

 

 それでは、１番から５番について、一括して質疑に入ります。 

ただいまの事務局からの説明について、質疑のある委員は挙手をお願

いします。 

 

「質疑・意見なし」  

 

それではお諮りいたします。 

議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決定についての、１

番から５番について、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手を

お願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決

定について、１番から５番については、原案のとおり決定いたしまし
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議 長 
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議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

た。 

議案第２号 

 

次に、日程第４ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の

処分決定についてを議題に供します。 

１番から５番について説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決

定について、ご説明申し上げます。総会資料は３ページからです。 

 今月の申請件数につきましては、５件となっております。 

 先般、各担当委員におきまして、事前調査がなされ、現地調査報告書

の１ページから５ページに調査資料がございますので、審議の参考とし

てください。 

 それでは、１番についてご説明申し上げます。 

 譲受人 加治木町木田在住の〇〇、譲渡人 加治木町反土在住の〇〇

の売買による所有権移転です。申請地の所在は、住吉字前田〇〇番 田 

１，８０２㎡です。 

 以上で、１番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、２番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい。２番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。 

 令和元年１１月１６日、譲受人と申請地で待ち合わせをいたしまして                                                   

聞き取りを行い、申請地を調査いたしました。譲受人は現在、会社員で

ありますが、自己所有地及び借受地を合わせて、約１町４反位で水稲を

耕作しております。農機具については、トラクター、田植え機、コンバ

イン、軽トラック等を、所有しております。なお、申請地については現

在、遺跡の発掘調査を行っているところであります。当申請は、農地法

第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、許可相当と思われ

ます。 

 以上で、報告を終わります。 

 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 

 

 それでは、２番につきましてご説明申し上げます。 

 譲受人 船津在住の〇〇、譲渡人 加治木町新富町在住の〇〇の贈与

による所有権移転です。申請地の所在は、寺師字酒田〇〇番 田、同字

〇〇番〇 田の計２筆、面積２，７５４㎡です。 

 以上で、２番の説明を終わります。 
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議 長 

 

ただいまの説明の２番に関連して、２番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい。２番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。 

 令和元年１１月１７日、譲受人と申請地で待ち合わせをいたしまして                                                   

聞き取りを行い、申請地を調査いたしました。譲受人は現在、姶良有機

野菜生産グループで野菜を生産しております。現在、ここにいる１４番

委員と同じグループだそうです。農機具につきましては、トラクター、

管理機、草払い機等を、所有しております。申請地については現在、た

まねぎが植えてありました。当申請は、農地法第３条第２項の各号に該

当しないと思われますので、許可相当と思われます。 

 以上で、報告を終わります。 

 

次の、３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、３番につきましてご説明申し上げます。 

 譲受人 蒲生町漆在住の〇〇、譲渡人 蒲生町上久徳在住の〇〇の贈

与による所有権移転です。申請地の所在は、蒲生町漆字宮田前〇〇番〇 

田、字兎田〇〇番〇 田、同字○○番 田、字宮田前〇〇番〇 畑、同

字〇〇番〇 畑、字兎田〇〇番〇 畑の計６筆、面積３，０７０㎡で

す。 

 以上で、３番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の３番に関連して、１２番推進委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい。１２番推進委員です。 

 令和元年１１月１７日に譲受人宅を訪問して、聞き取り調査を行いま

した。譲受人は新規就農をされて２年目なんですが、今回、譲り受けら

れた田が３筆、畑が３筆は、利用権設定が現在、なされていてですね、

譲渡人が、ここ数年体調が悪くて、この６筆は無償で譲り受けるという

ことです。現在、畑３筆、田んぼ１筆には、ルバーブという野菜が栽培

されておりまして、きれいに栽培されております。田んぼ２筆につきま

しては、今回、合意解約がなされており、来年から、自分で耕作をする

ということでした。機械は現在、軽トラックと刈り払い機のみで、トラ

クター等は友人から借りて現在まで作業されて、徐々にそろえていきた

いということでした。ということで、当申請は、農地法第３条第２項の

各号に該当しないと思われますので、許可意見でございます。 

 以上です。 

 

次の、４番について事務局の説明を求めます。 
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議 長 
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議 長 

それでは、４番につきましてご説明申し上げます。 

 譲受人 東餅田在住の〇〇、譲渡人 蒲生町久末在住の〇〇の贈与に

よる所有権移転です。申請地の所在は、木津志字畑ヶ田〇〇番 田、同

字○○番 田の計２筆、面積３，０５４㎡です。 

 以上で、４番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の４番に関連して、９番委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。９番委員です。それでは調査報告をいたします。 

 令和元年１１月１６日１時に、譲受人と現地で会いまして、耕作中の

野菜農場と、今度譲り受けられます、現地を確認いたしました。耕運機

と刈払機を所有されており、野菜農場はきれいに管理されていました。

譲受予定農地には、梅を植えて出荷したいということでした。また、譲

受人は、住所は木津志ではないですが、木津志出身の方で農業には、よ

く来られております。当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので、許可相当と思われます。 

 以上で、報告を終わります。 

 

次の、５番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、５番につきましてご説明申し上げます。 

 譲受人 蒲生町米丸在住の〇〇、譲渡人 蒲生町米丸在住の〇〇の売

買による所有権移転です。申請地の所在は、蒲生町米丸字中ノ原〇〇番 

〇 田、５９３㎡です。 

 以上で、５番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の５番に関連して、１０番推進委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい。１０番推進委員です。それでは調査報告をいたします。 

 令和元年１１月１７日、譲受人宅を訪問しまして、聞き取り調査を行

いました。譲受人は水田が１ｈa、畑が１３aで、水田は水稲中心で、労

働力は奥さんと二人で、近くに長男夫婦が住んでおり、忙しい時期に

は、手伝いして、労働力は十分です。機械類はトラクター、コンバイ

ン、田植え機、揃っていまして問題はありません。申請地の田んぼは、

２月に購入した水田と隣接しておりまして、購入後は畔をはずして１枚

にしたいということです。当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

 以上で、報告を終わります。 

 

これより、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決
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議 長 

 

定についての、１番から５番について一括して質疑に入ります。 

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それではお諮りいたします。 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について

の１番から５番については、農地法第３条 第２項の各号に該当しない

ため許可相当という意見ですが、原案のとおり許可することに賛成の委

員の挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の

処分決定についての１番から５番については、原案のとおり決定いたし

ました。 

 

議案第３号 

 

次に、日程第５ 議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請の

処分決定についてを議題に供します。 

1番から２番について、説明をお願いします。 

まずは、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決

定についてご説明いたします。総会資料は５ページでございます。今月

の申請件数につきましては、２件となっております。 

それでは１番につきまして、ご説明いたします。 

  申請人は、加治木町新生町在住の○○。土地の所在は、加治木町西別

府字○ 畑、４３１㎡です。申請地につきましては、土地改良事業の施

行もなく、農地の広がりは１０ha未満の区域内の農地であり、農地区分

は第２種農地と判断されます。転用目的は食肉処理工場で、１棟１０

９．２２㎡です。理由としましては、食肉処理工場を建築し、地域の猟

友会と連携して日本全国に肉の販売を目的としたいためとのことです。

融資で対応し、改良区のほうは、区域外のため不要です。なお、こちら

の土地につきましては、今年の９月総会で、山林転用で許可が出たとこ

ろでございますが、その後、許可の取下げがありまして、今回新たに転

用目的を変更して、この申請がされたものでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、８番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 
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議 長 

 

     事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

     委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

      

 

委 員 

 

議 長 

 はい。８番推進委員です。報告します。 

令和元年１１月１９日、調査行いました。農地区分は第２種農地であ

りますけれども、その他の農地に該当するため、問題はありません。申

請地の位置は、桑迫公民館から南西に約２５０ｍの位置です。被害防除

の現況は、東が市道、西が山林、南も山林、北が里道です。申請実現の

確実性は、融資証明もあり、確実であります。条件及び特記事項はあり

ません。総合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基準に

ついて、調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見でありま

す。 

以上です。 

 

次の、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは２番につきまして、ご説明いたします。 

  申請人は、西餅田在住の○○。土地の所在は、東餅田字江籠〇〇番〇 

畑、１４８㎡です。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が第

一種中高層住居専用地域に指定されており、農地区分は第３種農地と判

断されます。転用目的は駐車場で、理由としましては、自宅の近くで便

利なため、駐車場として利用したいとのことです。自己資金で対応し、

改良区のほうは、区域外のため不要です。なお、被害防除計画書の添付

があります。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明の２番に関連して、１４番委員に調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

１４番委員です。報告いたします。 

申請地は、農地区分は第３種農地で問題なしです。申請地の位置は、

重富団地公民館から北東に約２００ｍの位置です。被害防除の現況は、

東が畑、西も畑、南が堤防、北が市道になってます。申請実現の確実性

としまして、自己資金証明もあり、確実である。条件及び特記事項はあ

りません。総合意見として、転用許可基準の立地及び一般基準につい

て、調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見であります。 

終わります。 

 

これより、議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決

定の１番から２番について、質疑に入ります。質疑のある委員は挙手を

お願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。 
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委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について

の１番から２番について、原案のとおり意見決定及び許可決定すること

に賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請の

処分決定についての１番から２番については、原案のとおり意見の決定

及び許可が決定いたしました。 

 

議案第４号 

 

次に、日程第６ 議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請の

処分決定についてを議題に供します。 

１番から１１番について説明をお願いします。 

まずは、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請の処分決

定についてご説明いたします。総会資料は６ページから９ページでござ

います。今月の申請件数につきましては、１１件となっております。 

 それでは１番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人は東京都西東京市の株式会社〇〇代表取締役〇〇、譲渡人は千

葉県佐倉市在住の○○、土地の所在が平松字西中原〇〇番〇 畑、同字

〇〇番〇 畑、計２筆の２６０㎡です。申請地につきましては、都市計

画区域内の用途が、第一種低層住居専用地域に指定されており、農地区

分は第３種農地と判断されます。転用目的は建売住宅１棟９０．７２㎡

で、理由としましては、譲渡を受けて建売住宅を建築したいとのことで

す。資金は自己資金で対応し、改良区のほうは、区域外のため不要とな

っております。なお、被害防除計画書と始末書の添付がございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、４番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい。４番推進委員です。 

農地区分は第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、重富保

育所から南東に約１５０ｍの位置です。造成、土留めは、土留めが塀ブ

ロック０．２ｍです。被害防除の現況は、東が宅地、西が市道、南が宅

地、北が宅地となっております。汚水のほうは合併浄化槽です。資金の

ほうは自己資金で賄い、証明書も有り確実であります。関係機関との協

議事項はありません。不要となっております。条件及び特記事項は始末

書はありますが、その他はありません。総合意見としまして、転用許可
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準の立地及び一般基準について、調査の結果、現地調査委員としまし

ては、許可意見であります。 

終わります。 

 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは２番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人は霧島市国分在住の〇〇、譲渡人は西餅田在住の○○、土地の

所在は松原町一丁目〇〇番〇 畑、２３１㎡です。申請地につきまして

は、都市計画区域内の用途が、第一種中高層住居専用地域に指定されて

おり、農地区分は第３種農地と判断されます。転用目的は一般住宅・事

務所１棟１０５．１６㎡で、理由としましては、実家に近い申請地に、

自己の住宅及び夫の事務所を建築したいとのことです。融資で対応し、

改良区のほうは、区域外のため不要となっております。なお、被害防除

計画書の添付がございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１４番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１４番委員です。報告いたします。 

立地基準・農地区分、農地区分は第３種農地で問題なしです。申請地

の位置は、松原なぎさ小学校から南に約１０ｍの位置です。被害防除現

況が、東が宅地、西が市道、南が宅地、北も宅地です。申請実現の確実

性は、融資証明もあり、確実である。条件及び特記事項はなしで、総合

意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について、調査の結

果、現地調査委員としましては、許可意見であります。 

以上です。 

 

次の、３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは３番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人は鹿児島市新栄町在住の〇〇、譲渡人は２名で、一人目が大阪

府泉南市在住の○○、土地の所在は加治木町木田字大明神原〇〇番 

田、同字〇〇番〇 田、計２筆の１，９８２㎡です。二人目が鍋倉在住

の〇〇、土地の所在は加治木町木田字大明神原〇〇番〇 畑、２３４㎡

です。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一種中高層

住居専用地域に指定されており、農地区分は第３種農地と判断されま

す。転用目的は共同住宅２棟５９１．５１㎡で、理由としましては、申

請地を譲り受けて共同住宅を建築いたしますとのことです。融資で対応

し、土地改良区の意見書の添付がございます。また、被害防除計画書の

添付もございます。 
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議 長 
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議 長 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、６番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。６番推進委員が、説明いたします。 

農地区分は第３種農地で問題ございません。申請地の位置は、加治木

記念病院から南東に約５０ｍのところです。被害防除現況が、東が市

道、西が田、南も田、北が市道です。申請実現の確実性といたしまし

て、融資証明もあり、確実であります。条件及び特記事項はございませ

ん。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について、

調査の結果、現地調査委員といたしまして、許可意見であります。 

排水がちょっと問題がありましたから、排水は隣の田んぼの所有者に

後で聞いてみたら、隣の田んぼに排水してもいいということでした。 

終わります。 

 

次の、４番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは４番につきまして、ご説明いたします。 

 借人は西之表市在住の〇〇、貸人は平松在住の○○、土地の所在は西

餅田字青木水流〇〇番〇 畑、３３９㎡です。申請地につきましては、

都市計画区域内の用途が、第二種住居地域に指定されており、農地区分

は第３種農地と判断されます。転用目的は一般住宅１棟１１４．２７㎡

で、理由としましては、祖母の土地に自己住宅を建築し、居住するもの

であるとのことです。融資で対応し、改良区のほうは、区域外のため不

要となっております。なお、被害防除計画書の添付がございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１４番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１４番委員です。報告いたします。 

立地基準・農地区分、農地区分は第３種農地で問題なしです。申請地

の位置は、天国葬祭みそらホールから北に約１５０ｍの位置です。被害

防除の現況が、東は宅地、西が市道、南が宅地、北も宅地となっていま

す。申請実現の確実性は、融資証明もあり、確実である。条件及び特記

事項はなしで、総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準

について、調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見でありま

す。 

報告終わります。 

 

次の、５番について事務局の説明を求めます。 
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議 長 

 

 

委 員 

それでは５番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人は加治木町木田の社会福祉法人〇〇理事長〇〇、譲渡人は東餅

田在住の○○、土地の所在は西宮島町〇〇番〇 畑、３２５㎡です。申

請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一種住居地域に指定

されており、農地区分は第３種農地と判断されます。転用目的は事務

所・駐車場１棟２００㎡で、理由としましては、福祉事業利用者の増加

に伴い、申請地を訪問介護の連絡事務所・駐車場として利用する計画で

ありますとのことです。自己資金で対応し、改良区のほうは、区域外の

ため不要となっております。なお、被害防除計画書と始末書の添付がご

ざいます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１５番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

はい。１５番委員です。 

農地区分は第３種農地で問題ありません。申請地の位置は、山形屋サ

テライト姶良店から西に約５０ｍの位置です。被害防除の現況としまし

て、東が市道、西が宅地、南が市道、北が転用地です。申請実現の確実

性としまして、自己資金証明もあり、確実である。条件及び特記事項は

始末書の添付有り。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般

基準について、調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見であ

ります。 

以上、報告いたします。 

 

次の、６番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは６番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人は宮島町の株式会社〇〇代表取締役〇〇、譲渡人は霧島市溝辺

町在住の○○、土地の所在は加治木町木田字船木〇〇番 田、１，１０

９㎡です。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一種住

居地域に指定されており、農地区分は第３種農地と判断されます。転用

目的は宅地造成で、理由としましては、交通の便が良く、宅地分譲とし

ての条件が整っており、今後の住宅需要が見込めるため、４区画の宅地

造成をしたいとのことです。自己資金で対応し、土地改良区の意見書の

添付がございます。また、被害防除計画書の添付もございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、６番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。６番推進委員が、説明いたします。 
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農地区分は第３種農地で問題ございません。申請地の位置は、加治木

中学校から北西へ約３００ｍの位置です。被害防除現況は、東が田、西

が里道、南が田、北が市道です。申請実現の確実性といたしまして、自

己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記事項は何もありませ

ん。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について、

調査の結果、現地調査委員といたしまして、許可意見であります。 

報告終わります。 

 

次の、７番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは７番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人は鹿児島市甲突町在住の〇〇、譲渡人は加治木町仮屋町在住の

○○、土地の所在が松原町二丁目〇〇番〇 畑、２４０㎡です。申請地

につきましては、都市計画区域内の用途が、第一種中高層住居専用地域

に指定されており、農地区分は第３種農地と判断されます。転用目的は

一般住宅１棟１２５．０６㎡で、理由としましては、申請地を取得し

て、一般住宅を建築するためとのことです。自己資金と融資で対応し、

改良区のほうは、区域外のため不要です。なお、被害防除計画書の添付

がございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１３番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

はい。１３番委員です。 

農地区分は第３種農地で問題なし。申請地の位置は、松原たいこ公園

から北西に約２００ｍの位置です。被害防除現況は、東が畑、西が市

道、南が畑、北が宅地です。申請実現の確実性として、自己資金、融資

証明もあり確実である。総合意見として、転用許可基準の立地及び一般

基準について、調査の結果、現地調査委員としては、許可意見でありま

す。 

以上で、終わります。 

 

次の、８番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは８番につきまして、ご説明いたします。 

 借人は松原町在住の〇〇、貸人は松原町在住の○○、土地の所在が松

原町二丁目〇〇番〇 田、同〇〇番〇 田、計２筆の４６５㎡です。申

請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一種中高層住居専用

地域に指定されており、農地区分は第３種農地と判断されます。転用目

的は一般住宅１棟１１９．６６㎡で、理由としましては、申請地に自己

の用に供する住宅を建築したいとのことです。融資で対応し、土地改良
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区の意見書の添付がございます。また、被害防除計画書と面積超の理由

書の添付がございます。こちらにつきましては、隣接地の二丁目〇〇番

〇 宅地、５０．７２㎡と一体利用し、全事業面積が５１５．７２㎡と

なっております。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１３番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

はい。１３番委員です。 

農地区分は第３種農地で問題なし。申請地の位置は、松原たいこ公園

より北西に約２５０ｍの位置です。被害防除現況は、東が市道、西が市

道、南が宅地、北が田です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実

である。条件及び特記事項は、排水路の確保。総合意見として、転用許

可基準の立地及び一般基準について、調査の結果、現地調査委員として

は、許可意見であります。 

以上で、終わります。 

 

次の、９番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは９番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人は西餅田在住の〇〇、譲渡人は愛知県刈谷市在住の○○、土地

の所在は西宮島町〇〇番〇 畑、２４７㎡です。申請地につきまして

は、都市計画区域内の用途が、第一種住居地域に指定されており、農地

区分は第３種農地と判断されます。転用目的は一般住宅１棟６６．２４

㎡で、理由としましては、現在の借家が手狭となり、当地に永住用家屋

の建築計画に至るとのことです。融資で対応し、改良区のほうは区域外

のため不要となっております。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１５番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

はい。１５番委員です。 

農地区分は第３種農地で問題ありません。申請地の位置は、山形屋サ

テライト姶良店から西に約１００ｍの位置です。被害防除の現況としま

して、東が宅地、西が宅地、南も宅地、北が市道です。申請実現の確実

性としまして、融資証明もあり、確実である。条件及び特記事項はあり

ません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準につい

て、調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見であります。 

以上、報告いたします。 
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議 長 

 

     事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

     委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

     事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

次の、１０番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは１０番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人は鹿児島市の株式会社〇〇代表取締役○○、譲渡人は２名で、

一人目が東餅田在住の○○、土地の所在は東餅田字加称ケ原〇〇番〇 

田 ６３９㎡のうち６１０㎡、二人目が埼玉県草加市在住の〇〇、土地

の所在は東餅田字加称ケ原〇〇番 田 １，１１４㎡のうち１３４㎡で

す。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第二種住居地域

に指定されており、農地区分は第３種農地と判断されます。転用目的は

宅地造成で、理由としましては、申請地は立地的に住宅需要が十分見込

まれるため、３区画の宅地造成を行いたいとのことです。融資で対応

し、改良区のほうは、区域外のため不要となっております。なお、被害

防除計画書の添付がございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１８番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

はい。１８番委員が報告します。 

農地区分は第３種農地で問題ありません。申請地の位置は、コスモス

姶良店から北東に約４０ｍの位置です。被害防除の現況といたしまし

て、東に市道、西に宅地、南に宅地、北に宅地です。申請実現の確実性

といたしまして、融資証明もあり、確実であります。特記事項はありま

せん。総合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基準につ

いて、調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、１１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは１１番につきまして、ご説明いたします。 

 借人は蒲生町久末在住の〇〇、貸人は蒲生町下久徳在住の○○、土地

の所在は蒲生町下久徳字森木田〇〇番 田、１，１２６㎡です。申請地

につきましては、土地改良事業の施行はありませんが、農地の広がりが

１０ｈa以上の区域内の農地であり、農地区分は第１種農地と判断され

ます。転用目的は資材置場で、理由としましては、申請地を借り受け、

資材置場として利用するためとのことです。自己資金で対応し、土地改

良区の意見書の添付がございます。また、被害防除計画書の添付もござ

います。こちらは、第１種農地の案件のため、県農業会議ネットワーク

機構への意見聴取案件となります。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１０番推進委員に調査の結果並びに補足
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議 長 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

説明をお願いします。 

 

はい。１０番推進委員です。 

農地区分は第１種農地でありますが、第１種農地の不許可の例外であ

りまして、集落接続施設に該当するため、問題ないということです。申

請地の位置は、蒲生高校から南東に約６００ｍの位置です。造成工法と

しては、現状のままですけれども、周囲に１．５ｍのフェンスを作ると

いうことでした。被害防除の現状として、東が里道、西が里道、南が

田、北が水路と農道でございます。申請実現の確実性として、自己資金

もあり、確実であるということです。条件及び特記事項は特にありませ

ん。総合意見といたしましては、転用許可基準の立地及び一般基準につ

いて、調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件と

し、現地調査委員としましては、許可意見であります。 

以上です。 

 

調査員の皆さん、ご苦労様でした。 

これより、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決

定について、１番から１１番までについて、一括して質疑に入ります。

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

[挙 手] 

 

 １番委員。 

 

 １番委員です。 

 ４号の１１番ですが、この場所につきまして、確認ですけれども、周

囲の田んぼが広がっていて、第１種農地ということでありますが、農業

振興地域のほうでは、問題ないんでしょうね。農振農用地ではないんで

しょうね。 

 以上です。 

 

 事務局。 

 

 ただいまの質問でございますが、この土地の地番につきましては、農

振農用地ははずれて、第１種農地となっております。 

 以上でございます。 

 

ほかに、ございませんか。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について

の、１番から１１番までについて、原案のとおり意見決定及び許可する

ことに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

 [賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請の

処分決定についての１番から１１番までについて、原案のとおり意見決

定及び許可が決定いたしました。 

なお、１１番につきましては、第１種農地ということで、県農業会議

ネットワーク機構の決議に該当しますので、「意見聴取」いたします。 

 

日程第７ 議案第５号( ２件) 

 

次に、日程第７ 議案第５号 非農地証明願についてを議題に供しま

す。１番から２番について説明をお願いします。 

まずは、1番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第７号非農地証明願についてご説明いたします。総会

資料は１０ページでございます。今月の申請件数につきましては２件と

なっております。 

それでは１番につきまして、ご説明いたします。申請人は鹿児島市在

住の成年後見人○○、所有者は鹿屋市在住の〇〇。土地の所在は西餅田

字西の妻○○番○ 畑、５０９㎡です。申請地につきましては、都市計

画区域内の用途が、第一種住居地域に指定されており、農地区分は第３

種農地と判断されます。現況は山林です。昭和４２年より耕作しておら

ず、雑木・竹林が密生しているため、非農地となったものであります。 

以上で説明を、終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１８番委員から、調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

１８番委員です。調査結果を報告いたします。 

申請地の位置は、姶良図書館から西に約２００ｍの位置。現況は、申

請のとおり原野となってから約５０年程度経っていると認められる。周

囲の現況は、東に宅地、西が原野、南が原野、北に宅地です。非農地と

して、認定するやむを得ない理由は、原野となって、５０年ほど経過し

ており、やむを得ないものと認めます。条件及び特記事項はありませ

ん。総合意見として、現地調査委員としましては、承認意見でありま

す。 

 報告終わります。 
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議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは２番につきまして、ご説明いたします。申請人は平松在住の

○○、所有者も同一です。土地の所在は平松字前畑○○番○ 田、４６

６㎡です。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、近隣商業

地域に指定されており、農地区分は第３種農地と判断されます。現況は

駐車場で、隣接土地に自宅を建築する際、田を埋めて自営の蕎麦屋駐車

場確保のために利用しているとのことです。 

以上で説明を、終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、４番推進委員から、調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

４番推進委員です。報告いたします。 

農地区分は第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、消防署

姶良分遣所から南西に約６０ｍの位置です。現況は、申請のとおり駐車

場となってから約２０年程経っていると認められます。周囲の現況は、

東が県道、西が水路、南が県道、北が宅地です。非農地として、認定す

るやむを得ない理由としまして、駐車場となってから、約２０年程経過

しておりますので、やむを得ないものと認められます。条件及び特記事

項はありません。総合意見としまして、現地調査委員としましては、承

認意見であります。 

 以上、報告終わります。 

 

これより、議案第５号、非農地証明願の１番から２番について、質疑

に入ります。質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。 

議案第５号、非農地証明願の１番から２番について、原案のとおり承

認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第５号、非農地証明願の１番から２番について

は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

議案第６号 

 

次に、日程第８ 議案第６号 農地あっせん申出（売渡・貸付 希

望）についてを議題に供します。 
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議 長 

 

委 員 

１番から２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第６号 農地あっせん申出（売渡・貸付 希望）につい

てご説明申し上げます。総会資料は１１ページです。今月の申請につき

ましては、売渡１件、貸付１件となっております。参考資料につきまして

は、５８ページからになりますので、審議の参考としてください。 

 それでは、１番をご説明いたします。 

 内容につきましては、売渡です。土地の所在が下名字中川原〇〇番〇 

田 、中津野字蓮木川原〇〇番〇 田、豊留字別当後〇〇番 田、同字〇

〇番 田、同字〇〇番 田、字森川原〇〇番 田、字屋敷添〇〇番〇 田、

字豊留川原〇〇番 畑、船津字下水流〇〇番〇 畑の合計９筆の田 ８，

７７８㎡、畑 ３５３㎡です。申請人は千葉県船橋市在住の〇〇、希望売

渡価格は農業委員会に一任ということです。 

 次に、２番につきまして、ご説明申し上げます。 

 内容につきましては、貸付です。土地の所在が蒲生町北字大磯山〇〇

番〇 田 ６６４㎡です。申請人は蒲生町米丸在住の〇〇。希望貸付期

間、希望小作料ともに農業委員会に一任ということです。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいま、事務局の説明が終わりました。議案第６号、１番から２番

について、一括して質疑に入ります。質疑のある委員は挙手をお願いし

ます。 

 

[挙 手] 

 

５番委員。 

 

５番委員です。 

これはどういった基準でされるつもりですか。基準があるんですか

ね、こういうのは。面積とか、田とか畑とか、なんか基準がなければ、

どういう風にすれば良いのか。皆さんどうなんですかね。 

 

 事務局。 

 

 特に基準はないですが、農用地区域内農用地であればですね、あっせ

んを受けております。基盤整備をしてない所も、入っております。 

 

 [挙 手] 

 

 １番委員。 

 

 １番委員です。 
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事務局 
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議 長 

 

委 員 

 

 

 

 

議 長 

 

関連ですけども、この前、研修に行ったんですけれども、今、話題の

人・農地プランですよね。人・農地プランで、実際は貸したい・借りた

いとか、いろいろあるんですけども、その中で、これは売りたいという

案件ですよねこれ。また、そういった案件に一緒にこうとらまえて、そ

ういった中で処理していくという。いわゆる人・農地プランと連動し

て、ここをまわそうといったみたいなことは考えられないんでしょう

か。 

 

 事務局。 

 

 今、１番委員がおっしゃられたとおりですね、地域での話し合い、

人・農地プランで、こういった貸付意向等を持ち込んで、そこの地域で

話し合いをされて、規模の拡大を考えていらっしゃる担い手の方、そう

いった方々に、一応、農地の貸付をしていくというのも、ひとつの方法

であります。ただですね、今ここのあっせん申出につきましては、千葉

県、県外に在住の方でいらっしゃいまして、今回、「一五一絵」総点検

活動でですね、皆さま方に、アンケートの意向調査を取っていただいた

農地所有者の方については、市内に在住の方に限らせていただいており

ました。ですから、今回、この〇〇さんのほうはですね、千葉県のほう

にお住まいで、今回の意向調査の対象者には、なっておりませんでした

ので、また、こういった農業委員会でですね、出たあっせんの申し出に

つきましては、農業委員さんのみならずですね、推進委員さん方も情報

を共有していることから、ご自分の担当エリアで、こういった農地が、

あっせんが出ているよとということのですね、そういった人・農地プラ

ンの中で、情報を提供しながら、このあっせんの活動に結びついていっ

ていただくように、お願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

 あと、〇〇さんにつきましては、自分の所有している農地を、全部処

分したいという意向でございます。 

 

 [挙 手] 

 

 ８番委員。 

 

 ８番委員です。 

 地図を見ればですね、ちゃんと基盤整備がしてあります。そいで今ま

では、耕作してあったと思うんですけども、利用権設定とか、そういう

のは、どうなっているんでしょうか。 

 

わたしが、耕作しているのがありますので、わたしがお答えいたしま

す。本人がですね緑内障で、もう年齢も８１か２で、死んでから財産で
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委 員 
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議 長 

 

 

 

 

委 員 

もめるといけないので、処分をしたいということで、一昨年依頼がござ

いました。そん時はですね、まあ、借地料のもみをもらっていれば、あ

るいはお金を１万円もらえば、まあ貯金をするよりも有利だから、この

ままのほうが良いですよと、教えたんですけど、今回はもう、いつ死ぬ

かわからないから、生きてくうちに処分をしたいということでした。ち

ょうど、稲刈りの真っ最中に、忙しいところに、わたしに来てくれとい

うことで、話を聞きました。 

 

なぜ、利用権設定を尋ねたかというと、あとのその他で言いますけ

ど、ほんなあまあ、あとのその他で言います。 

 

今後は、こういうのがだいぶ増えてくるんじゃなかろうかと、予測さ

れますので、質疑をお願いします。今までも、あとであろうかと思いま

すが、あっせん依頼がたくさく出てきてるのに、増える一方で、それで

いないですよ。 

ほかに、質疑ございませんか。 

 

「質疑・意見なし」 

 

ないようでしたら、それではお諮りいたします。 

議案第６号 農地あっせん申出（売渡・貸付希望）の１番から２番に

ついて、原案のとおり受理することに賛成の委員は挙手をお願いしま

す。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第６号 農地あっせん申出（売渡・貸付希望）

の１番から２番については、原案のとおり受理することに決定いたしま

した。 

次に、ただいま承認された議案第６号のあっせん申出に係わる地区あ

っせん委員の選出について協議していただきます。 

地区委員の方々から選出していただきたいと思います。 

自薦他薦いずれでもよろしいです。 

 

「意見なし」 

 

 いらっしゃらなければ、事務局案を読み上げます。 

 議案第６号 農地あっせん申出（売渡・貸付希望）についての、 

１番については、１４番委員、３番推進委員、４番推進委員に 

２番については、４番委員に、お願いしたいと思います。 

 

「はい」 



 

23 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

委 員 

 

 

 

それでは、担当になられた委員の方々は、よろしくお願いいたします。 

 

農用地利用集積計画（貸借）合意解約報告 

 

次に日程第９ 農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告につい

て、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告を、いたしま

す。 

 １１月は、５件出されております。内容につきましては、別紙、合意

解約（１１月分）を、後ほどご確認ください。こちらにつきましては、

議決不要案件となっておりますので、ご理解をよろしくお願いいたしま

す。 

 以上で、報告を終わります。 

 

ただ今の事務局説明について、発言のある委員は挙手をお願いしま

す。 

 

「質問・意見なし」 

 

ないようですので、 

それでは、この案件は報告ですので これで終わります。 

 

日程第１０ 農地あっせんの経過報告 

 

次に日程第１０ 農地あっせんの経過報告について、進展がありまし

たら報告をお願いします。まずは、事務局からの報告をお願いします。 

 

それでは、農地あっせんの、経過報告をいたします。今月の申請につ

きましては、特に動きはありませんでした。 

以上で、報告を終わります。 

 

あっせん委員から、何か報告等ございませんか。 

 

[挙 手] 

 

８番委員。 

 

８番委員です。 

先程、利用権がどうこうと申しましたけども、進展じゃないんです

が、この用紙の３６番、霧島市の○○さんの、売渡の件なんですけど、

お茶畑ですので、お茶農家しかあっせんは出来ないかと思って、溝辺に
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議 長 

 

     事務局 

 

 

 

議 長 

 

     委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

議 長 

 

 

             

事務局 

 

 

 

 

あります〇〇さんに、２回ほど行きましたけど、会えずに現在に至って

おるんですが、昨日、おとついですね、どうもこの申請人は、もう５年

位前から、別なお茶農家さんに、小作で貸しているらしいということ

が、耳に入りましたので、この受付けた時に、どのような経緯だったの

か、ちょっともう一回教えて欲しいんですが。小作に出してるんだった

ら、その小作、今現在、借りて作っている人にあっせんをしたほうが、

良いんじゃないかなと、思っておるんですが、〇〇さんなんですけども

霧島市に二つあいげなどというのが、このいちきばるの集落の人から聞

きましたので、そこらあたりが、ちょっとまた振り出しに戻った感じな

んで、利用権設定があるのか、内々で小作で貸しているのか。ちょっと

そこらあたりがわかりましたら、教えてください。 

 

 事務局。 

 

 利用権の設定はないです。これを受けた時にですね、〇〇の抵当権が

入っていましたので、それで抜いてもらったところでございます。利用

権はないです。 

 

 ほかに、ございませんか。 

 

「質問・意見なし」 

 

 ないようでしたら、この案件は報告ですので、これで終わります。 

 

日程第１１ その他 

 

それでは日程第１１ その他でございますが、委員の方から何かござ

いませんか。 

 

 〇 県農業会議ネットワーク機構への意見聴取案件について 

 〇 農業新聞普及グループからの新規購読者の加入実績報告について 

 〇 地図情報システム（ＧＩＳ）導入について 

 

ないようですので、以上で、本日の議案の審議ならびに、報告事項は

すべて終了いたしました。 

事務局から何かありますか。 

 

連絡事項 

〇 台風１９号災害義援金について 

〇 県外研修視察の復命説明について 

〇 蒲生大楠どんと秋祭りの結果報告について 

〇 農業委員・農地利用最適化推進委員の公募状況について 
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議 長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

〇 総点検活動について 

 

ほかにありませんか。 

それでは以上をもちまして、令和元年度 第８回 姶良市農業委員会

総会を閉会いたします。 

 

〔閉 会〕 

 

 姿勢を正してください。 

 

一同礼。 
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